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様式第４号 

 

運転者就任承諾書 兼 就任予定運転者名簿 

 

申請者（奥上林地区の交通とくらしを考える会）が自家用有償旅客運送の登録を受けた

場合は、その運転者として就任することを承諾致します。 

 

 
氏  名 住      所 

運転免許の種類 

区 分 種 類 

１ 福 井 祐 貴 

個人情報保護のため削除しています。 

普通 １種 

２ 山 下 恭 平 普通 １種 

３ 生 野 敦 子 普通 １種 

４ 竹 中  寛 普通 １種 

５ 
   

  種 

６ 
   

種 

７ 
   

  種 

８ 
   

種 

※ 運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別（普通・大型及び１種・２種）を記載すること。 

※ 第２種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第５１条の１６第１項各号のいずれかの要件を備えているこ

とを証する書類を添付すること。 

第２号議案 
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様式第１－１（日本産業規格Ａ列４番）  
７綾地公協第  号 
令和７年 月  日  

 
 
国土交通大臣 殿  
 
 
                                     氏名又は名称 綾部市地域公共交通活性化協議会  
                                     住    所 京都府綾部市若竹町８番地の１  
                                    代 表 者 氏 名  会長 山崎 善也 
 
 
 

地域公共交通計画認定申請書  
 
 
 
 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  

第３号議案 
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5.2 地域公共交通の位置づけと役割 

(1) 地域公共交通の位置づけと役割 

本計画が目指すべき地域公共交通の将来像を実現するために、本計画で対象とする公共交通と

その役割を次のとおり定めます。 

 

表 5-1 本計画で対象とする公共交通と役割 

位置づけ 
公共交通の 

種類や系統 
役割 確保・維持策 

基幹的な 

交通 

[鉄道] 

ＪＲ西日本 

ＪＲ山陰本線、ＪＲ舞鶴線 

綾部市と近隣市・

京阪神都市圏等

を結ぶ広域的・基

幹的な公共交通 

 現在のサービスレベル維持に

向けた働きかけ・利用促進 

[高速バス] 

大阪バス 

福知山特急ﾆｭｰｽﾀｰ号、綾

部特急ﾆｭｰｽﾀｰ号 

幹線的な 

交通 

[路線バス] 

あやバス 

全路線(上林線、於見市

野瀬線、東西線、志賀南

北線、西坂線、篠田桜が

丘線、黒谷線、西八田線、

紫水ヶ丘公園線) 

地域の各拠点と

都市拠点を結ぶ

市内移動や隣接

市移動のための

公共交通 

 安定的な運行の確保、まちづ

くりと連携した利便性の向上 

 京都府交通確保対策費補助金

（府補助路線）を活用し持続

可能な運行 

 地域公共交通確保維持事業

(フィーダー補助)の活用予定

(於見市野瀬線除く) 

[路線バス] 

京都交通 

福知山線 

 地域公共交通確保維持事業

(幹線補助)と京都府交通確保

対策費補助金（府補助路線）を

活用し持続可能な運行 

[路線バス] 

福知山市営バス三和バス 

川合大原線 

 京都府交通確保対策費補助金

（府補助路線）を活用し持続

可能な運行 

個別輸送 タクシー 基幹的な公共交

通や幹線的な公

共交通を補助す

る公共交通 

 営業所の維持やタクシー車両

の存続に向けた支援 

[交通空白地有償運送] 

於与岐みせん地区、 

口上林地区等 

 安定的な運行の確保に向け

て、必要な支援の継続実施 

 サービス内容の見直しは事業

者が主体となり実施する 福祉有償運送 
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■本計画で対象とする公共交通（計画期間内の実現イメージ） 

 

図 5-2 本計画で対象とする公共交通図 

 

  

14

14434
四角形



 

34 

(2) 地域公共交通確保維持事業の必要性 

本計画では、京都交通福知山線で地域公共交通確保維持事業(幹線補助)を活用しています。

また、あやバス(於見市野瀬線除く)で地域公共交通確保維持事業(フィーダー補助)の活用を予

定しています。この路線における補助事業の必要性は、次に示すとおりです。 

 

・京都交通福知山線は、通学や通勤、通院、買い物等のための移動手段として、また、鉄道駅

へのアクセス手段として、地域住民の日常生活に必要不可欠であり、当該バス系統が唯一

の交通機関となっている地域において、支援することが必要である。 

（令和 5 年度地域間幹線系統確保維持計画書（案）／京都府生活交通対策地域協議会より抜粋） 

 

・あやバスは(於見市野瀬線除く)、綾部市の拠点である綾部駅や綾部市立病院などと、周辺

の各地区の居住地とを結ぶ路線である。地域内の移動手段としての役割を担っており、ま

た、綾部駅でＪＲ西日本のＪＲ山陰本線やＪＲ舞鶴線や京都交通の福知山線(幹線補助)と

の接続により、広域への移動も可能とするなど、ＪＲ山陰本線・舞鶴線、京都交通福知山

線を補完する欠かせない路線です。一方、令和 2 年の国勢調査結果を受けて、過疎法に基

づき過疎地域に指定されるなど、今後の人口減少や高齢化の進展等により、綾部市の運営

努力だけでは路線の維持が厳しい状況にある。そのため、あやバス(於見市野瀬線除く)に

ついては、綾部市地域公共交通計画に基づき、綾部市が支援(費用負担)する路線と位置付

け、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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(3) 地域公共交通の事業及び実施主体 

本計画の地域公共交通の事業及び実施主体は、下表のとおりです(幹線的な交通と交通空白地

有償運送を記載)。 

 

表 5-2 地域公共交通の事業及び実施主体 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許

可区分 

運行 

態様 

実施 

主体 

補助事業

の活用 

あやバス 

上林線 

於見 綾部駅南口 市立病院前 4 条乗合 路線定

期運行 

綾部市 
(運行は、

交 通 事 業

者に委託) 

国ﾌｨｰﾀﾞｰ補

助(予定) 

府補助路線 あやバス 

東西線 

高津ｺﾐｾﾝ前 綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

志賀南北線 

内久井 綾部駅南口 松寿苑前 

あやバス 

西坂線 

九社神社前 市立病院前 綾部駅南口 

あやバス 

篠田桜が丘線 

深山 市立病院前 綾部駅南口 

あやバス 

黒谷線 

黒谷和紙会

館前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

西八田線 

総合運動公

園前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

紫水ヶ丘公園線 

紫水ヶ丘公

園前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

於見市野瀬線 

於見 大町ﾊﾞｽﾀｰﾐ

ﾅﾙ 

市野瀬 府補助路線 

京都交通 

福知山線 

市民病院 綾高前 綾部駅前 4 条乗合 路線定

期運行 

京都交通

株式会社 

国幹線補助 

府補助路線 

福知山市営バス 

三和バス 

川合大原線 

辻車庫前 綾部駅前 綾部市立病

院 

4 条乗合 路線定

期運行 

福知山市 府補助路線 

みせんバス 弥仙口 施福寺 市立病院 自家用有

償旅客運

送 

路線定

期運行 

ＮＰＯ法 

人於与岐 

みせん 

府補助路線 

口上林 

なかやま号 

口上林地区 自家用有

償旅客運

送  

区域運

行 

口上林地

区の交通

と暮らし

を守る会 

府補助路線 
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7．数値目標 

前章で定めた施策の達成状況を評価するため、各施策に対応した評価指標を、次のように設定

します。なお、綾部市が公的資金を投入しているあやバスなど、市内を運行している公共交通の

維持・確保に向けては、まず、より多くの方々にご利用いただくことが重要であるため、誰もが

利用しやすい公共交通に向け、利用促進策に積極的に取り組みます。また、あやバスの運行につ

いては、利用実態に応じた効率的な経営を実現するため、路線の在り方やダイヤ、運賃の見直し

も検討するなど、公的資金投入額の圧縮や収支率の向上に努めます。 

 

■数値指標と目標値の考え方 

目標 数値指標 目標値の考え方 

市内の公共交通

の利用者数の維

持・確保 

市内の公共交通

の利用者数 

公共交通の利用者数の減少度合いを、綾部市の人口減少率

(15 歳以上人口の減少率)に留めることを目指す。 

対象とする公共交通は、あやバスとＪＲ西日本(綾部市内

の鉄道駅の利用者数)とする。 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の運行の

維持・確保(事業

効率の改善) 

市の公的資金投

入額(あやバス

への公的資金投

入額) 

市が公的資金を投入しているあやバスの運行管理費は、ダ

イヤ改正毎に 10％増加すると仮定し、利用者数の目標値

から運賃収入を求め、その差額分を目標値とする。 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の収支率

(あやバスの収

支率) 

市が公的資金を投入しているあやバスの運行管理費は、ダ

イヤ改正毎に 10％増加すると仮定し、利用者数の目標値

から運賃収入を求め、その割合を目標値とする。 

ラストワンマイ

ルの確保 

公共交通カバー

率 

第 6 章に示した具体的な施策に応じて、あやバス等を利

用できる地域を拡大した結果を目標値とする。 

市民の公共交通

に対する意識の

改善 

市民の公共交通

に対する満足度

(点数化) 

第 6 章に示した具体的な施策を実施することで、綾部市

民の公共交通に対する満足度を 50 点以上にすることを目

標とする。 

既存サービスの

改善(情報化) 

情報のオープン

化(ＧＴＦＳ)に

対応した路線数 

第 6 章に示した具体的な施策を実施することで、あやバ

ス全路線で情報のオープン化(静的ＧＴＦＳ化)を目標と

する。 
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前述の数値指標に対する目標値を、次のように設定します。また、目標値の設定方法・考え方

と路線別の目標値は、参考資料編に掲載します。 

 

■数値指標の現況値と目標値 

目標 数値指標 データ取得方法 現況値 
目標値 

（R9 年） 

市内の公共交通

の利用者数の維

持・確保 

市内の公共交通

の利用者数 

綾部市とＪＲ西

日本が保有する

乗車データによ

り毎年計測 

73.1 万人/年 

(R2 年) 
72.9 万人/年 

＜内訳＞ 

あやバス)15.9 万人 

JR 西日本)57.2 万人 

＜内訳＞ 

あやバス)16.1 万人 

JR 西日本)56.8 万人 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の運行の

維持・確保(事業

効率の改善) 

市の公的資金投

入額(あやバスへ

の公的資金投入

額) 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 

16,100 万円/年 

(R3 年) 

19,900 万円/年 ＜内訳＞ 

府負担割合)約 4割 

市負担割合)約 6割 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の収支率

(あやバスの収支

率) 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 
14.6％ 

(R3 年) 
13.0％ 

ラストワンマイ

ルの確保 

公共交通カバー

率 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 

89.0％ 

(R4 年) 
90.0％ 

市民の公共交通

に対する意識の

改善 

市民の公共交通

に対する満足度

(点数化) 

市民意識調査に

より計画最終年

度に計測 

44.2 点 

(R1 年) 
50.0 点 以上 

既存サービスの

改善(情報化) 

情報のオープン

化(ＧＴＦＳ)に

対応した路線数 

取組状況を毎年

確認 
0 路線 

(R4 年) 
9 路線 
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8．計画実施のための体制 

8.1 評価の基本的な考え方 

各施策は、第 6 章で定めたそれぞれの実施主体が中心となって実行し、綾部市地域公共交通活

性化協議会（以下、本協議会）において進行管理します。 

施策の実行にあたっては、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）、Ａｃｔ

ｉｏｎ（改善）のＰＤＣＡサイクルの進行管理に基づき、施策の実施状況を毎年確認しつつ、目

標値の達成状況を検証・評価し、社会情勢の変化等もふまえて、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

 

8.2 推進体制 

本計画の目標の実現や施策を継続的に実施するためには、綾部市だけでなく、交通事業者や地

域住民、周辺自治体や京都府・国など、さまざまな関係者が連携し、総合的な取組として推進す

る必要があります。 

本協議会において、関係者が積極的に参画し、施策の進行管理、計画の評価・検証、見直し等

の協議・調整、新たな事業の提案など継続的に協議・調整が行える体制を構築します。 

なお、本協議会で協議した事業の実施状況や評価等については、関連する協議会等（京都府生

活交通対策地域協議会、京都府北部地域連携都市圏公共交通活性化協議会、ＪＲ山陰本線(園部～

綾部)沿線地域公共交通活性化協議会）において、適宜、情報を共有・報告し、必要に応じて、そ

の協議内容を本計画の評価、検証及び見直し等に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民の主な役割 

 地域の公共交通を未来に残すため、自分たちが“乗って育てる”という意識を持ち、

積極的な利用に努めます。 

 今までは、行政や民間の交通事業者が鉄道やバスを運行していましたが、これからは、

地域住民等も主体となり、地域の公共交通を担い、支えていかなければなりません。

地域が一丸となり、積極的に参画することに努めます。 

交通事業者の主な役割 

 引き続き、安全・安心な運行サービスを提供するとともに、サービスの充実や利用者

満足度のさらなる向上に努めます。 

 持続可能な公共交通を維持確保するため、効率的な運行と利用促進に努めます。 

行政（市）の主な役割 

 持続可能な公共交通の実現に向け、交通事業者や地域住民、その他の関係者と連携し、

本計画が着実に推進されるよう中心的な役割を果たします。 

 公共交通の維持確保に向け、各部署が組織横断的に協力し、積極的な公共交通の利用

促進に努めます。 
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56 

＜今後のスケジュール＞ 

 

 

＜標準的な年間スケジュール＞ 

・6月頃：地域公共交通確保維持事業の申請、前年度決算の確認、今年度予算の決定等 

・2月頃：地域公共交通確保維持事業の評価、次年度予算・事業計画の協議等 
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令和７年 月  日 

 

          （名称）綾部市地域公共交通活性化協議会          
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

綾部市の公共交通は、民営バスの撤退を受け、平成17 年からあやべ市民バス「あやバス」

を運行している。運行開始以降、年間20 万人以上の利用があったが、少子高齢化や生産年

齢人口の減少、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、令和3 年度は約15 万人ま

で減少した。少子高齢化や人口減少社会においては、公共交通の運営も非常に厳しい状況

にあるが、綾部市の発展やまちづくりの実現のためにも、公共交通の安定的な運行の確保

が必要である。綾部市の交通課題に対応し、将来にわたって公共交通サービスを安定的・

持続的に提供することや、誰もが利用しやすい公共交通サービスの提供を目指すため「綾

部市地域公共交通計画」に基づいた事業を行うことが求められている。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

市内公共交通利用者数 72.9 万人（R9）※73.1 万人（R2） 

 あやバス乗車人数 16.1 万人（R9）※15.9 万人（R2） 

 JR 西日本 56.8 万人（R9）※57.2 万人（R2） 

あやバスへの公的資金投入額 19,900 千円／年（R9）※16,100 千円／年（R3） 

あやバス収支率 13％（R9）※14.6％（R3） 

公共交通カバー率 90％（R9）※89％（R4） 

 

（綾部市地域公共交通計画 Ｐ54 参照） 

 

（２）事業の効果 

あやバスは各路線が東西南北の広域なエリアを運行しており、綾部駅と市立病院には全路

線が乗り入れを行っている。このため、学生や高齢者を中心に必要不可欠な交通手段が確

保される。また、あやバスをはじめとする公共交通がないエリアの一部では、空白地有償

運送の取組が行われており、最寄りのバス停や駅まで利用者の送迎を行っている。公共交

通のさらなる利用促進・地域の活性化につながる。空白地有償運送の取組は今後も増える

予定。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・あやバスのダイヤやルートの見直し（綾部市） 
・空白地有償運送の先行事例による地域主体の移動手段導入のための講演会の実施（綾部市、

その他関係者） 

・綾部市鉄道利用通学費補助金の継続・拡充（綾部市） 

・京都交通での健康長寿定期 65 の適用の検討（綾部市、京都交通） 

・公共交通による市内観光モデルルートや市外企画旅行の作成（綾部市、JR 西日本、京都交通、

タクシー事業者など） 

・自治体職員への公共交通利用促進の働きかけ（綾部市） 

・あやバス絵画展の実施（綾部市、地域住民、その他関係者） 

・小・中学生を対象とした休日のあやバス無料化の検討（綾部市、その他関係者） 

 

・その他多数 

 

 （綾部市地域公共交通計画 Ｐ36～52 参照） 
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４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るあやバスの各路線について、全路

線・系統ごとの案分率から各路線の費用を算出。運行費のうち、運行収入及び国庫補助金

を運行経費から差し引いた差額分を綾部市が負担することとする。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 あやバスの運賃収入や乗車人数、空白地有償運送の利用者など毎月の数字を把握し効果

を検証する。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

  

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 
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10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

23



別 紙 
18．協議会の開催状況と主な議論 

第 1回 綾部市地域公共交通活性化協議会 

  日時：令和 6年 5月 7日(火) 14 時 00 分～15 時 00 分 

  場所：綾部市ものづくり交流館 多目的ホール 

  議事：第 1号議案 令和５年度事業報告及び決算報告について 

第 2号議案 令和６年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第 3号議案 地域公共交通計画認定申請書の提出について 

第 4号議案 特定非営利活動法人あやべ福祉フロンティアの福祉有償運 

送の料金改定について 

上記議案、原案のとおり承認 

  報告：綾部市の公共交通政策に関する提言書 

 

口上林地区の交通と暮らしを守る会が実施する自家用有償旅客運送の更新登録に

関する書面決議 
  日時：令和 6年 11 月 20 日(水)  

  協議事項：口上林地区の交通と暮らしを守る会の自家用有償旅客運送の更新登 
録の申請について 

協議結果：承認（反対意見無し） 

 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通計画の変

更についての書面決議 
日時：令和 7年 1月 22 日(水)  

協議事項：地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に係る地域公 
共交通計画の変更について 

協議結果：承認（反対意見無し） 

 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価についての書面決議 

日時：令和 7年 3月 4日(火)  

協議事項：地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 
協議結果：承認（反対意見無し） 

 

第２回 綾部市地域公共交通活性化協議会 

  日時：令和 7年 3月 27 日(木) 10 時 00 分～11 時 00 分 

  場所：あやべ・日東精工アリーナ 研修室 

  議事：第 1号議案 令和６年度補正予算（案）について 

第 2号議案 令和７年度事業計画（案）及び予算（案）について 

第 3号議案 自家用有償旅客運送の更新登録について（奥上林地区の交 

通とくらしを考える会） 

     上記議案、原案のとおり承認 

 報告：口上林地区の交通と暮らしを守る会の自家用有償旅客運送の更新登録 

の申請について 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に係る地域公共 

交通計画の変更について 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 
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19．利用者等の意見の反映状況 

計画策定にあたっては、国際交流協会や自治会連合会、老人クラブ連合会、身体障害者協

会、高校生モニターなどから聞き取り調査を行った。また、市ホームページでパブリック

コメントを募集するなど幅広く意見を聞き、誰もが使いやすい公共交通を目指す計画とし

た。 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）京都府綾部市若竹町 8番地の 1   

（所 属）市民環境部 市民協働課      

（氏 名）浜木 宏一郎           

（電 話）0773-42-4248           

（e-mail）siminkyodo@city.ayabe.lg.jp    
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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綾部市地域公共交通活性化協議会規約 

 

（設置） 

第１条 綾部市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、「地域公共交通計

画」（以下「公共交通計画」という。）の作成に関する協議及び公共交通計画の実施に係る連絡調整

を行うとともに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における需要に

応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情

に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議することを目的に設置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、綾部市若竹町８番地の１（綾部市役所内）に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）公共交通計画の策定及び変更の協議に関すること 

（２）公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること 

（３）公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること 

（４）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関すること 

（５）自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること 

（６）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要と認めること 

 （協議会の委員） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１）綾部市長又はその指名する者 

（２）住民又は利用者を代表する者 

（３）一般旅客自動車運送事業者の代表 

（４）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表 

（５）鉄道事業者の代表 

（６）綾部市内で自家用有償旅客運送を実施している特定非営利活動法人等の運送団体 

（７）国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者 

（８）道路管理者の代表 

（９）京都府綾部警察署長又はその指名する者 

（１０）学識経験を有する者その他協議会の運営上必要と認める者 

（１１）関係行政機関の職員 

（１２）市職員 

２ 前項に規定する委員又は第１１条に規定する事務局から、前項に規定する委員以外の者が協議会

の運営に必要との申し出があった場合には、協議会での決議の上でその者をオブザーバーとして招

へいできるものとする。 
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 （任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （役員） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 ２名 

（３）監事  ２名 

２ 会長は、綾部市長をもって充てる。 

３ 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、出納監査を行い、その結果を会長に報告する。 

（協議会の運営） 

第８条 協議会の会議（以下、会議という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらか

じめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席

とみなす。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に

支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 会長が緊急の決定を要する事案について会議を招集する時間的な余裕がないとき、その他やむを

得ない理由があるときは、第４項の議決は、委員の書面による賛否の結果をもってこれに代えるこ

とができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （協議結果の取扱い） 

第９条 協議会において協議が整った事項について、協議会の構成員はその結果を尊重しなければな

らない。 

 （調整部会） 

第１０条 協議会は、計画の策定並びに実施等にあたり、調整部会を設置することができる。 

２ 調整部会の構成員は綾部市職員をもって充てることとし、会長が指名する。 

 （事務局） 

第１１条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、綾部市公共交通施策担当課に事務局を

置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 

 



 （会計） 

第１２条 協議会の収入および支出に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 

 （報酬及び費用弁償） 

第１３条 協議会は、会議に出席した委員等に報酬及び費用の弁償を支給することができる。 

２ 前項の報酬及び費用弁償の額は、綾部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（昭和３２年４月１日条例第１４号）に準じるものとする。 

 （委任） 

第１４条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項が生じた場合は、会長が

別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年４月２６日から施行する。 

  


